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地方財政の改革に向けて 
－地方財政を健全化し、自立を促進する－ 
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社会保障関係費（一般行政経費に計上）が増加する中で、給与関
係経費や投資的経費を大幅に削減することにより、総額を縮減

地方財政の現状 

(11.1) 
(7.8) 

(4.3) 
(1.4) 

(5.5) 

(10.8) 
(7.6) (7.7) (7.2) 

17.4 

14.1 

11.2 

8.7 

4.7 

7.5 

13.4 

18.2 

14.2 13.7 13.3 32.9 

33.5 
35.2 

38.6 
41.1 

41.2 
37.6 

34.4 

35.6 35.9 36.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

地方税・地方譲与税 

(年度） 

(財源不足額 兆円） 

※ （ ）は折半対象財源不足額。 

(地方税・地方譲与税 兆円） 

平成20年度 
83.4兆円 
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（歳出のピーク時） 
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（単位：兆円）

（注） （  ）は平成１３年度と平成２５年度との増減比較 

（▲7.4） （▲3.9） （▲16.5） （11.2） （1.5） （0.3） 

【地方財政計画の推移】

その他

１ これまで財政健全化に相当な努力 ２ 財政状況は依然として厳しい 
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リーマンショック等により財源不足が拡大。その状況が継続

地方交付税の不交付団体はリーマンショック以前と比べ大幅に減少

（市町村の不交付団体数  H19：140団体→H24：47団体） 

地方公務員の数はH6：328万人（ピーク時）→H24:277万人（51万人、
16%の減） 

市町村合併の進展等により、市町村の数は半減、議員数も半減、
職員数は２割減



１ 歳入改革 
  ・ 成長戦略・地域の元気創造プランの推進により地方税収を増やす 
  ・ 社会保障・税一体改革を着実に推進 
  ・ 地方法人課税の在り方を見直し、税源偏在を是正 
 
２ 歳出改革 
  ・ 国の取組と歩調を合わせ、経費全般について見直す。メリハリを効か 
          せて歳出を抑制 
 
３  頑張る地方の支援 
  ・ 地方交付税において地域経済の活性化に資する算定を導入し、頑張 
          る地方を息長く支援 

今後の取組方針 

ミッション MISSION 

ビジョン  VISION ア プローチ APPROACH 

Ⅰ 歳入を充実し、歳出を抑制する 
 

 

Ⅱ 地方公共団体の安定的な財政 

       運営に必要な一般財源総額を 

       確保する 
 

 

Ⅲ 自前の財源を充実し、不交付団 

       体の数を３倍（リーマンショック以 

       前の水準）にすることを目指す 
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地方財政を健全化し、自立を促進する！ 



成長戦略・地域の元気創造プランの推進により 
地方税収を増やす 

国の取組と歩調を合わせ、経費全般について見直す。 
メリハリを効かせて歳出を抑制 

地方交付税において地域経済の活性化に資する算定を
導入し、頑張る地方を息長く支援 

ア プローチ        歳 入 改 革 ア プローチ        歳 出 改 革 

ア プローチ        頑張る地方の支援 

地方法人課税の在り方を見直し、税源偏在を是正 

社会保障・税一体改革を着実に推進 

成長戦略を推進するとともに、地域の元気創造プランにより、 
① 地域経済イノベーションサイクルの全国展開 
② 民間活力の土台となる地域活性化インフラ・プロジェクト 
の２つのプロジェクトについて、地方公共団体が産業、大学、

地域金融機関等と連携した取組を支援する。 

地方において1.54%（4.2兆円程度（消費税率1%が2.7兆円程度の場合））の

消費税収を増やすことにより、安定的な社会保障財源を確保。 
（地方分1.54%：地方消費税1.2%、消費税の交付税法定率分0.34%） 

 

社会保障関係費の増を極力抑制するとともに、その他の経費の

見直しにより、引き続き歳出全体の抑制を行う。 
歳出の抑制にはメリハリが必要。地域経済の活性化等の喫緊の

課題については、必要な財源を重点的に確保する。 

現行の地方法人特別税及び地方法人特別譲与税を抜本的

に見直すとともに、地方法人課税の在り方の見直しにより税

源偏在の是正の方策を講ずる。 
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地方交付税において、地域経済活性化の取組に必要となる財政

需要の算定を行う。 
算定に当たり、行革努力の取組と、地域経済活性化の成果の２

つの観点から、適切な指標を設定する。 
〔指標のイメージ〕 
 （ⅰ）行革努力の取組に着目した算定 
     歳出決算の削減率、人件費削減の取組（給与水準、職員数） 

 （ⅱ）地域経済活性化の成果に着目した算定 
      製造品出荷額、農業産出額、小売業年間商品販売額、事業所数 等 

地方公共団体の息の長い取組を促すため、一定程度の期間、上

記の算定を継続する。 

１ ２ 

３ 



参  考 



○ 平成２４年４月１日現在で、総職員数は、約２７７万人となっており、平成６年をピークと
して平成７年から１８年連続で減少。〔対平成６年比で約▲５１万人(▲１６％）〕 

○ 部門別に見ると、総職員数が減少し、特に一般行政部門が▲２２％減少している中において
も、対平成６年比で防災は約２．５倍の増員、児童相談所は約１．６倍の増員。 

※平成１３年度に生じている一般行政部門と公営企業等会計部門の変動は、調査区分の変更によるもの。 

平成６年からの部門別職員数の推移 
（平成６年を１００とした場合の指数） 

■警 察 
 （１１１．６） 

＊消 防 
 （１０８．９） 
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◇ 総職員 
 （８４．４） 

▲ 教 育 
 （８１．８） 

●一般行政 
 （７８．０） 

（年） 

地方公共団体の職員数 
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地方公務員数の推移（平成６年～平成1７年） 
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市町村合併の進展 

市町村数 

３，２３２ 

市町村数 

１，７１９ 

Ｈ１１ Ｈ２４ 

○ 平均人口 
 36,387人 

○ 平均面積 
 114.8㎢ 
 
○ 議員数 
 60,760人 

○ 職員数 
 1,463,762人 

○ 平均人口 
 69,291人（1.9倍） 

○ 平均面積 
 216.6㎢（1.9倍） 
 
○ 議員数 
 31,312人（▲29,448人．▲48.5%） 

○ 職員数 
 1,196,751人（▲267,011人．▲18.2%） 

（ ）書きは、H11との対比 

○ 市町村合併の進展等により、市町村の平均人口・面積は倍増、議員数・職員数は大幅に減。 
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地方一般財源総額 

※ 地方財政計画ベース 
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※ 三位一体改革において、平成１８年度に、国税から地方税へ約３兆円の税源移譲が行われた 

○ 地方の一般財源総額については、安定的な財政運営を行うことができるよう、近年、同水準を確保。 

（年度） 
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（年度） 

（団体数） 

※ 不交付団体は、臨時財政対策債振替前で財源超過が生じている団体としている。 
※ 当初算定時点の数値、一本算定ベース 

不交付団体数の推移（市町村分） 
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○ 地方交付税の不交付団体はリーマンショック以前と比べ大幅に減少。  
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